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説明の流れ
１．今後の大規模修繕において大切な視点

時代背景等、団地・マンションにおける条件変化

２．国のマンション政策の変化

ストック重視へ政策転換、大規模修繕から再生へ

助成制度の新たな動き

３．“攻めの大規模修繕”を実施

発想の転換：守りから攻めへ、機能などの付加

ＬＣＣの考え方、取組みを早め、次世代に引き継ぐ

４．具体的改善方策

バリアフリー、省エネ等の先行事例などから



１．今後の大規模修繕において大切な視点
（１）時代背景を考慮する

①住宅市場の変化
・少子高齢化のさらなる進展：住宅の余剰に拍車が
かかり、住宅市場（中古を含む）に大きく影響する。

②省エネ等の対応
・エネルギー事情がより逼迫し、特にピークカット（
季節・時間）の省エネ対応が求められる。

③大震災への対応
・M７以上の大地震の発生確率は、今後30年以内
に７０％以上といわれている。
・本当のところは

１．今後の大規模修繕において大切な視点
（２）団地・マンションにおける条件変化

①高齢化がさらに進む

・建物の老朽化

・居住者の高齢化

という“２つの老い”

への先行投資

②駐車場利用にも変化

・車保有率が下がり、

余剰地を別の用途に活用可能

多摩NT内の昭和50年前半入居開始
地区のある丁目（平成22年国勢調査）

高齢者率40％以上

今後後期高齢者の
増加が想定される



２．国のマンション政策の変化
（１）ストック重視の政策への転換

空き家は
756万戸

２．国のマンション政策の変化
（１）ストック重視の政策への転換

120万戸以上が
築30年を超える

マンションストック600万戸時代へ



２．国のマンション政策の変化
（１）ストック重視の政策への転換

住生活基本法（H18）ストック重視、市場重視

２．国のマンション政策の変化
（２）「大規模修繕」から「再生」へ

（国土交通省「改修によるマンションの再生手法に関するマニュ
アル」より）

修繕だけではマンションの性能の維持・回復しか

実現することができない

近頃の新築マンションの性能や居住性は著しく向上

これに伴い、高経年マンションでは

性能・機能面での陳腐化が進行し、

資産価値が低下することにもなりかねない

→今後への“警鐘” 、 “危機感” と捉えたい



改修による再生とは

グレードアップ／レベル1（抜粋）



グレードアップ／レベル２

（３）改修によるマンション性能の総合的改善

グレードアップ／レベル２を総合的に実施
・高経年マンションに一般的に必要になると思われる改修に

よる性能改善の内容は以下

【改善項目】

(1)耐震 (5)情報通信

(2)バリアフリー (6)建物生活空間

(3)防犯 (7)屋外環境

(4)省エネ・エコロジー

・具体の改良工事の組合せにより、総合的な改善をはかる

→結果として再生に値する

“レベル２超” に到達



項目 背景 改善項目例

（１）

耐震

大地震の高い発生確率

旧耐震時代（～Ｓ56）建

物の残存

ライフラインの耐震化、井戸水

耐震診断･耐震補強

（２）

バ リ ア

フリー

高齢化

社会的要求水準向上

建物共用部分、敷地内段差解

消・手摺の設置

集会所等付属施設の段差解消、

下足化、引き戸

中層エレベーターの増設

（３）

防犯(ｾ

ｷｭﾘﾃｨ)

建物侵入犯罪増加

車上荒らしや屋外の痴

漢等

出入り口のオートドア化、各戸ド

ア錠のピッキング対策

見通しの確保、人感センサー付

き照明器具

（３）改修によるマンション性能の総合的改善

総合的改善の項目例

項目 背景 改善項目例

（４）

省エネ･エ

コロジー

地球環境問題

エネルギー枯渇

外壁や屋根の外断熱化やサッ

シの二重化等

太陽光発電による共用部分の

電力(分）確保

（５）

情報通信

高齢化

情報通信設備の発展

生活異常通報機能

インターネット環境、電子回覧

板、住宅情報版

（６）

建物生活

空間

現在の居住水準との

格差拡大（小規模、画

一的住戸タイプ）

住戸規模の再編

（居室の増築や２戸１戸化）

エレベーター設置と組合せも

（７）

屋外環境

舗装等の劣化

遊休施設等跡地活用

機械式駐車場の更新

視覚的イメージの改善

集会所等共用施設の充実

自走式か平面式（経費削減）



２．国のマンション政策の変化
（３）助成制度の新たな動き

①住宅・建築物省ＣＯ2先導事業

省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェク
トとなる住宅・建築プロジェクトを公募

予算の範囲内で整備費等の一部を補助

【対象事業】

[1] 住宅及び住宅以外のオフィスビル等の建築物の新築
[2] 既存の住宅・建築物の改修
[3] 省CO2のマネジメントシステムの整備
[4] 省CO2に関する技術の検証

・平成20年度に創設、現在も制度は継続

・昨年度、エステート鶴牧４、５が採択（詳細は後述）

２．国のマンション政策の変化
（３）助成制度の新たな動き

②住宅・建築物省エネ改修等推進事業

・24年度当初は「建築物省エネ改修推進事業」

・24年度補正で「住宅・建築物省エネ改修等緊急推
進事業」

→住宅（マンションも含む）が対象に

・25年度から「住宅・建築物省エネ改修等推進事業」

→緊急が取れ、継続性のある事業への期待

※過去にも
平成20年度補正「既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業」
→ホームタウン南大沢が応募・採択（詳細は後述）

平成21年度補正「住宅・建築物省エネ改修促進事業」



住宅・建築物省エネ改修推進事業

１．主な事業要件
建物全体におけるエネルギー消費量が、

改修前と比較して、建築物は概ね15%以上、

住宅は概ね10% 以上の省エネ効果が見込まれる

２．補助対象費用
[1] 省エネ改修工事に要する費用 [2] エネルギー計測等に要する費用
[3] バリアフリー改修工事に要する費用（省エネ改修と併せる場合に限る）
[4] 耐震改修工事に要する費用（省エネ改修工事と併せる場合に限る）（住

宅のみ）

３．補助率・上限
補助率：1/3（ ※耐震改修工事は11.5%）

＜建築物＞省略
＜住宅＞ 50万円／戸

※バリアフリー改修工事又は耐震改修工事を行う場合、改修費用として
、25万円を加算。 （ただし、省エネ改修の額以下）

３．“攻めの大規模修繕”を実施
（１）守りから攻めへ

■今までのスタンダート
・大規模修繕の実施時期を目標に大規模修繕工事に必要

な額を集める
→ ・改修ではせいぜいグレードアップ・レベル１どまり

■ これからは

・ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）で考える

・将来とも一定の市場性を維持
市場価値を失わない積極性、さらに価値向上に資する効
果的な取組みを推進

■さらに、建替えなくとも、今の枠を超える再生を

→グレードアップ／レベル２以上の要素を取り入れる

住み続け、さらに次世代に伝えるために必要な対策



３．“攻めの大規模修繕”を実施
（２）攻めの内容と期待される効果

①ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）で考える

○今できる可能性や選択肢が広がる

・“長期修繕”だからコストも目先でなく長期で判断

・当面は高くても、修繕周期の長期間化によりトー
タルではコスト軽減できるＬＣＣの考え方を導入

○一定の余力があるときに取組みを早める

・次の大規模は後期高齢者が多くなるなど

実行力の低下が懸念される

・将来より深刻になる高齢化等の課題を先取りする

いつやるか？ “今でしょ”

３．“攻めの大規模修繕”を実施
（２）攻めの内容と期待される効果

②将来とも一定の市場性を維持

新規物件でスタンダートな機能の導入

例・共用施設の充実（車保有率の低下で生じる余剰地を
活用、団地などの住環境の良さが活きる）

高齢化の進展により求められる機能

例・バリアフリー機能、コミュニケーション機能、ケア機能
等の付加

新規物件でスタンダードになっていない性能・機
能

例・外断熱（補助対象になっていることが時代の要請に
応えていることの証左）



３．“攻めの大規模修繕”を実施
（３）実現を支える手法

①円滑な合意形成

・積極的実施の後ろ盾になるコンセプトを明快に

②助成制度の活用

・攻めの要素が強いものは国の支援制度等が期待

・省エネ、バリアフリー等（前述）

③公的融資制度の活用

・今実施する必要性が高ければ、資金の一部借り
入での前倒し実施も選択肢に

・住宅金融支援機構の融資制度に対して利子補給
する都の支援制度が有効

東京都「マンション改良工事助成」

マンション管理組合が、

公益財団法人マンション管理センターの債務保証を得て、

（独）住宅金融支援機構（機構）から融資を受ける際に、

当該融資額を対象として東京都が利子補給 （利子補給１％）

機構の制度概要

工事費用の８０％

（150万／戸）

毎月の返済額は

修繕積立金の８０％

返済期間は最長10年



都の利子補給額の計算

（例）6,300 万円を年1.21％で借りた場合

→実質金利負担は0.2％程度

省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

居住者が自己が所有している居住用家屋

一般省エネ改修工事を行った場合

平成21年4月1日から平成29年12月31日までの間
に居住

一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得
税額から控除

控除額は次のいずれか少ない金額（200万円（太陽
光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円）
を限度）の10％

イ 一般省エネ改修工事に要した費用の額（※）

ロ 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額


